
熊本県保健医療推進協議会設置要項 

 

（設置） 

第１条 熊本県保健医療計画の推進に関し必要な事項を協議するために、熊本

県保健医療推進協議会（以下「県協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 県協議会は、熊本県保健医療計画の作成・推進に関し必要な次の事項

について協議する。 

 （１） 健康づくりと疾病予防対策に関する事項 

 （２） 保健医療提供体制に関する事項 

 （３） 保健・医療及び福祉の機能連携等に関する事項 

 （４） その他熊本県保健医療計画の推進に関する事項 

（組織） 

第３条 県協議会は、委員３０人以内で構成する。 

２ 委員は、学識経験者、保健医療及び福祉関係団体の構成員、一般県民を代

表する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱された日から、当該委嘱された日の属する年度の翌年

度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 県協議会に会長及び副会長を１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、県協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

（会議） 

第５条 県協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 県協議会は、必要と認めるときは、関係機関等から意見を聴取することが

できる。 

（庶務） 

第６条 県協議会の庶務は、熊本県健康福祉部健康福祉政策課において処理す

る。 

（専門委員会） 

第７条 県協議会に、必要に応じ専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会の名称及び運営その他必要な事項は、別に定める。 

（地域協議会） 

第８条 県協議会に、地域保健医療推進協議会（以下「地域協議会」という。）

を置く。 

２ 地域協議会は、熊本県保健医療計画に定める保健医療圏ごとに設置し、そ

の名称及び庶務を処理する機関は別表のとおりとする。 



３ 地域協議会は、熊本県保健医療計画の作成・推進に関し、当該地域におい

て必要な次の事項について協議する。 

 （１） 健康づくりと疾病予防対策に関する事項 

 （２） 保健医療提供体制に関する事項 

   イ 地域における必要な医療の確保に関する事項 

   ロ 病院開設計画等に関する事項 

   ハ へき地保健医療に関する事項 

   ニ 救急医療に関する事項 

   ホ その他保健医療提供体制の整備に関し必要な事項 

 （３） 保健・医療及び福祉の機能連携等に関する事項 

 （４） 保健医療圏を所管する保健所の運営に関する事項 

 （５） その他熊本県保健医療計画の推進に関する事項 

４ 第３条から第５条までの規定は、地域協議会について準用する。この場合

において、第３条から第５条中「県協議会」とあるのは「地域協議会」と、

第３条第２項中「学識経験者」とあるのは「各市町村健康づくり推進協議会

委員並びに学識経験者」と、同項及び同条第３項中「委嘱」とあるのは「依

頼」と読み替えるものとする。 

（地域協議会の専門部会） 

第９条 地域協議会に、必要に応じ専門部会（以下「部会」という。）を置くこ

とができる。 

２ 部会の名称及び運営その他必要な事項は、別に定める。 

（雑則） 

第１０条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、県協議会の会長、専

門委員会の会長、地域協議会の会長及び部会の会長が、それぞれの委員の会

議に諮って定める。 

  附  則 

１ この要項は、昭和６３年４月２６日から施行する。 

２ 熊本県保健医療対策推進組織設置要項（昭和４９年２月１日制定）は、廃

止する。 

  附  則 

１ この要項は、平成２年７月１３日から施行する。 

２ 平成２年７月１３日現在で任期途中にある委員は、任期満了までその身分

を有効とする。 

  附  則 

１ この要項は、平成９年４月１日から施行する。 

  附  則 

１ この要項は、平成１０年６月２９日から施行する。 

   

２ 改正後の第３条第３項及び第８条第５項の規定は、施行日以後の任期満了

に伴う改選により委員に委嘱又は依頼される者について適用する。 



  附  則 

１ この要項は、平成１３年４月２日から施行する。 

  附  則 

１ この要項は、平成１５年１０月１５日から施行する。 

  附  則 

１ この要項は、平成１８年６月２７日から施行する。 

  附  則 

１ この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要項は、平成３０年１２月２５日から施行する。 

附  則 

１ この要項は、令和６年１１月２７日から施行する。 

 



別表（第８条関係） 

 

保健医療圏名 地域協議会の名称 庶務 

熊本・上益城圏域 熊本・上益城地域保健医療推進協議会 御船保健所 

宇城圏域 宇城地域保健医療推進協議会 宇城保健所 

有明圏域 有明地域保健医療推進協議会 有明保健所 

鹿本圏域 鹿本地域保健医療推進協議会 山鹿保健所 

菊池圏域 菊池地域保健医療推進協議会 菊池保健所 

阿蘇圏域 阿蘇地域保健医療推進協議会 阿蘇保健所 

八代圏域 八代地域保健医療推進協議会 八代保健所 

芦北圏域 芦北地域保健医療推進協議会 水俣保健所 

球磨圏域 球磨地域保健医療推進協議会 人吉保健所 

天草圏域 天草地域保健医療推進協議会 天草保健所 

 


